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令和６年度第４回秋田大学経営協議会議事要旨

令和７年３月１０日（月）１３：３０～１４：３０
秋田大学本部管理棟３階第一会議室
南谷（議長），尾野，後藤，上田，酒井，工藤，渡邊，銭谷，新谷，瀬戸
（Web参加），佐藤（Web参加），中山各委員
播磨屋，越山各監事
疋田副学長，長縄副学長，藤井副学長，柴山国際資源学研究科長，大橋教育
文化学部長，羽渕医学系研究科長，寺境理工学研究科長，景山先進ヘルスケ
ア工学院長，清水附属図書館長
佐川，小玉各委員

議 事
１．令和６年度第３回秋田大学経営協議会，令和７年１月１４日秋田大学経営協議会
（メール審議）及び令和７年２月１３日秋田大学経営協議会（メール審議）議事要旨の
確認

令和６年度第３回秋田大学経営協議会，令和７年１月１４日秋田大学経営協議会
（メール審議）及び令和７年２月１３日秋田大学経営協議会議事要旨が確認された。

２．審議事項
（１）令和７年長期借入金の借入及び償還計画の認可申請について

酒井理事から資料により令和７年長期借入金の借入及び償還計画の認可申請に
ついて説明があり，審議の結果了承された。

（２）諸規則の制定・改廃等について
酒井理事から資料により説明があり，以下の規程の一部改正等について了承さ

れた。
【教育・研究・経営戦略室の設置】

・国立大学法人秋田大学教育・研究・経営戦略室規程（制定）
・国立大学法人秋田大学運営規則（改正）

【運営会議の役割明確にする改正】
・国立大学法人秋田大学運営会議規程（改正）
・国立大学法人秋田大学運営規則（改正）

【改正旅費法施行に伴う見直し】
・国立大学法人秋田大学旅費規程（改正）

【国の給与制度改正に準拠する改正】
・国立大学法人秋田大学職員給与規程（改正）
・国立大学法人秋田大学役員報酬規程（改正）
・国立大学法人秋田大学年俸制適用教員給与規程（改正）
・国立大学法人秋田大学職員の定年前再雇用等に関する規程（改正）
・国立大学法人秋田大学非常勤職員就業規則（改正）
・国立大学法人秋田大学非常勤職員の暫定再雇用に関する規程（改正）
・国立大学法人秋田大学職員の初任給，昇格，昇給等の基準細則（改正）
・国立大学法人秋田大学扶養手当支給細則（改正）
・国立愛学法人秋田大学住居手当支給細則（改正）
・国立大学法人秋田大学通勤手当支給細則（改正）
・国立大学法人秋田大学単身赴任手当支給細則（改正）
・国立大学法人秋田大学寒冷地手当支給細則（改正）

【医員の勤務形態の見直し等に伴う改正】
・国立大学法人秋田大学医員及び医員（研修医）就業規則（改正）

【本給の調整を行う職に関する改正】
・国立大学法人秋田大学本給の調整額支給細則（改正）

【非常勤暫定再雇用職員の日給額及び時間給額の見直し】
・国立大学法人秋田大学非常勤職員の暫定再雇用に関する規程（改正）



- 2 -

【育児介護休業法の改正に伴う改正】
・国立大学法人秋田大学の職員の勤務時間等に関する規程（改正）
・国立大学法人秋田大学非常勤職員就業規則（改正）
・国立大学法人秋田大学医員及び医員（研修医）就業規則（改正）
・国立大学法人秋田大学職員の介護休業に関する規程（改正）
・国立大学法人秋田大学に勤務する非常勤職員の育児休業及び介護休業等に関

する規程（改正）
【在宅勤務実施規程の制定】
・国立大学法人秋田大学職員在宅勤務実施規程（制定）

【在宅勤務実施規定の制定に伴う改正】
・国立大学法人秋田大学職員就業規則（改正）

３．報告事項
（１）未来研究統括機構及び地域共創機構の改組について

尾野理事から資料により，未来研究統括機構と地域共創機構の改組について報
告があった。

（２）令和７年度一般選抜（前期・後期）出願状況について
上田理事から資料により，令和７年度一般選抜（前期・後期）出願状況につい

て報告があった。

（３）令和６年度卒業予定者の就職内定状況（１月末時点）について
上田理事から資料により，令和６年度卒業予定者の就職内定状況（１月末時

点）について報告があった。

４．その他
（１）秋田大学改革プラン２０２４について

学長から資料により秋田大学改革プラン２０２４について説明があり，学外委
員との意見交換がされた。

終わりに，学長から，退任予定の委員及び陪席者の紹介があり，退任者から挨拶があ
った。

退任予定者
学外委員 佐竹敬久秋田県知事
陪席者 清水宏明図書館長

以上


